
（手続き１） 

「ふるさとチョイス」で、希望する返礼品を選んで横浜市に寄付。 

 

   
 

 

 

いくらまで納税できるの？ 

「でも、いくらまで納税できるの?」 

そうした疑問については、控除上限額シミュレーションをご利用下さい↓ 

https://www.furusato-tax.jp/about/simulation?top_linker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://u0u0.net/UaWa
https://www.furusato-tax.jp/about/simulation?top_linker


 

 

 

 

 

   
 

※11 を選択して下さい。すると右画面が表示されます。「次へ進む」をクリック。 

 

申込情報の入力（１/２）（２/２）を記入 

 

     
 

 



   
 

「お名前のみ掲載を希望する」欄にチェックをお願いします。 

※「寄附金額の掲載を希望する」欄にチェックをして頂いても OK です。 

そのまま下へスクロールして確認事項にチェック。 

 

 

 

（手続き 2） 

「横浜市電子申請」をする。 

 この手続きがとても大事です。この手続きをすることにより、寄附された金額が「MLD 患者会」の資金口座

にプールされ、患者会活動に利用できるようになります。 

 

 
 

下へスクロールし、「次へ進む」 

 

 

 

 

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/24d370d8-25e6-40c7-9eb7-daa3370cf837/start


 

 

 

住所、氏名、「申込番号」等を入力。 

※「申込番号」は、ふるさとチョイスでご寄附の決裁完了後、登録されたメールアドレスに記載されています。 

 

 
 

超重要です。下記のように記入をお願いします。 

 

 
 

「名前と住所を団体に伝えてもよい」にチェックを入れて下さい。 

 

※特に「患者会正会員」の方は忘れずにチェックして下さい。 

 

あとは最後まで進んで登録を完了させて下さい。 



ありがとうございました。ｍ(_ _)m 

 

作業がやや複雑でもうしわけありませんが、ぜひともご協力お願いします。 

 


